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（単位：百万円）

科　　　　目
第61期
平成21年
3月31日現在

第62期
平成22年
3月31日現在

（資産の部）
現 金 1,351 1,026
預 け 金 12,171 12,842
金 銭 の 信 託 500 500
有 価 証 券 23,341 24,165
国 債 2,440 2,502
地 方 債 2,652 3,701
社 債 14,038 13,833
株 式 140 151
そ の 他 の 証 券 4,069 3,977
貸 出 金 46,848 46,104
割 引 手 形 604 661
手 形 貸 付 5,630 5,220
証 書 貸 付 39,042 38,708
当 座 貸 越 1,570 1,512
そ の 他 資 産 473 667
未 決 済 為 替 貸 11 9
信金中金出資金 136 276
未 収 収 益 181 177
そ の 他 の 資 産 143 204
有 形 固 定 資 産 1,224 1,163
建 物 832 795
土 地 215 215
その他の有形固定資産 176 152
無 形 固 定 資 産 6 5
ソ フ ト ウ ェ ア 2 1
その他の無形固定資産 4 4
繰 延 税 金 資 産 336 326
債 務 保 証 見 返 159 154
貸 倒 引 当 金 △ 1,499 △ 1,547
（うち個別貸倒引当金） △ 1,367 △ 1,394

資 産 の 部 合 計 84,912 85,407

（単位：百万円）

科　　　　目
第61期
平成21年
3月31日現在

第62期
平成22年
3月31日現在

（負債の部）
預 金 積 金 79,783 79,550
当 座 預 金 541 540
普 通 預 金 28,980 28,916
貯 蓄 預 金 1,625 1,567
通 知 預 金 6 34
定 期 預 金 43,273 44,038
定 期 積 金 4,648 3,802
そ の 他 の 預 金 706 650

借 用 金 500 500
そ の 他 負 債 305 353
未 決 済 為 替 借 19 16
未 払 費 用 156 161
給付補てん備金 22 17
未 払 法 人 税 等 25 81
前 受 収 益 40 38
払 戻 未 済 金 6 5
そ の 他 の 負 債 34 32

賞 与 引 当 金 46 44
退 職 給 付 引 当 金 263 276
役員退職慰労引当金 45 41
睡眠預金払戻損失引当金 0 0
偶 発 損 失 引 当 金 6 7
再評価に係る繰延税金負債 25 25
債 務 保 証 159 154
負 債 の 部 合 計 81,137 80,954
（純資産の部）

出 資 金 522 518
普 通 出 資 金 522 518

利 益 剰 余 金 3,803 3,896
利 益 準 備 金 486 486
その他利益剰余金 3,317 3,410
特 別 積 立 金 3,550 3,250
（うち店舗等整備積立金） 20 20
（うち創立記念事業積立金） 20 20
当期未処分剰余金 △ 232 160

会 員 勘 定 合 計 4,325 4,414
その他有価証券評価差額金 △ 591 △ 3
土地再評価差額金 41 41

評価・換算差額等合計 △ 550 38
純 資 産 の 部 合 計 3,775 4,452
負債及び純資産の部合計 84,912 85,407

貸借対照表

資料編／財務諸表
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（注）
１．記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
２．有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却

原価法（定額法）、子会社等株式については移動平均法による原価法、その
他有価証券のうち時価のあるものについては決算日の市場価格等に基づく
時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、時価を把握すること
が極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法又は償
却原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額につい
ては、全部純資産直入法により処理しております。

　　（追加情報）
　　　当事業年度末から「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　

平成20年３月10日）及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企
業会計基準適用指針第19号　平成20年３月10日）を適用しております。　

３．満期保有目的としている金銭の信託の評価は、移動平均法による原価法に
より行っております。

４．有形固定資産の減価償却は定額法を採用しております。なお、主な耐用年
数は次のとおりであります。

　　　　建物　　　５年～50年
　　　　動産　　　３年～20年
５．無形固定資産の減価償却は、定額法により償却しております。なお、自金

庫利用のソフトウェアについては、金庫内における利用可能期間（５年）に
基づいて償却しております。

６．外貨建資産は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。
７．貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上し

ております。
　　　「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監

査に関する実務指針」（日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第４
号）に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、
一定の種類毎に分類し、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出
した貸倒実績率等に基づき引き当てております。破綻懸念先債権に相当す
る債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収
可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を引き当てておりま
す。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額か
ら、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額
を引き当てております。

　　　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の
下に資産査定部署が資産査定を実施しており、その査定結果により上記の
引当を行っております。

８．賞与引当金は、職員への賞与の支払いに備えるため、職員に対する賞与の
支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。

９．退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、退職給付会計に関する
実務指針（中間報告）（日本公認会計士協会会計制度委員会報告第１３号）に
定める簡便法（在籍する職員については期末要支給額を退職給付債務とし、
年金受給者および待機者については直近の年金財政計算上の責任準備金を
退職給付債務とする方法）により、当期末における必要額を計上しており
ます。

　　　また、当金庫は、複数事業主（信用金庫等）により設立された企業年金制
度（総合設立型厚生年金基金）に加入しており、当金庫の拠出に対する年金
資産の額を合理的に計算することができないため、当該年金制度への拠出
額を退職給付費用として処理しております。

　　　なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体の拠出等に
占める当金庫の割合並びにこれらに関する補足説明は次のとおりでありま
す。

　　　①制度全体の積立状況に関する事項（平成21年３月31日現在）
　　　　　　年金資産の額　　　　　　　　　　　1,253,450百万円
　　　　　　年金財政計算上の給付債務の額　　　1,662,844百万円
　　　　　　差引額　　　　　　　　　　　　　　－409,394百万円
　　　②制度全体に占める当金庫の拠出割合（平成21年３月分）
　　　　　　　0.0819％
　　　③補足説明
　　　　 　上記①の差引額の主な原因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高

253,815百万円及び繰越不足金155,578百万円であります。本制度にお
ける過去勤務債務の償却方法は19年の元利均等定率償却であり、当
金庫は、当期の計算書類上、特別掛金41百万円を費用計上しており
ます。

　　　　 　なお、特別掛金の額は、あらかじめ定められた掛金率を掛金拠出時
の標準給与の額に乗じることで算出されるため、上記②の割合は当金
庫の実際の負担割合とは一致しません。

　　（追加情報）
　　　平成21年10月１日付で退職金規程を改訂し、全国信用金庫連合企業年

金基金に加入し、退職金制度の一部について適格退職年金制度から確定給

付企業年金（連合型）制度へ移行いたしました。
　　　これに伴い、従来、退職給付引当金は、簡便法（退職給付に係る期末要

支給額を退職給付債務とする方法及び直近の年金財政計算上の責任準備金
を退職給付債務とする方法）により計上しておりましたが、当該事業年度
から簡便法（在籍する職員については期末要支給額を退職給付債務とし、
年金受給者および待機者については直近の年金財政計算上の責任準備金を
退職給付債務とする方法）により計上することに変更しました。

　　　なお、この変更により、退職給付費用及び退職給付引当金が10百万円
増加しております。

10．役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、内
規に基づく期末要支給額を計上しております。

11．睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について、預金者か
らの払戻請求による支払いに備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の
払戻損失見込額を計上しております。

12．偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度に基づく信用保証協
会への負担金支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額を計上してお
ります。

　　（表示方法の変更）
　　　上記の11．睡眠預金払戻損失引当金ならびに12．偶発損失引当金につ

いては、従来、その合計額を「その他の引当金」として記載しておりました
が、区分して表示することに変更しております。

13．所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平
成20年４月１日前に開始する事業年度に属するものについては、通常の
賃貸借取引に準じた会計処理によっております。

　　　なお、固定資産に計上したリース資産はありません。
14．消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております（但し、

経費は税込方式）。
15．理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債権総額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　110百万円
16．子会社等の株式又は出資金の総額　　　　　　　　　　　　　10百万円
17．子会社等に対する金銭債務総額　　　　　　　　　　　　　　20百万円
18．有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　　　　　　　　997百万円
19．貸借対照表に計上した固定資産のほか、現金自動預金支払機等及び車両

の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用し
ております。

20．貸出金のうち、破綻先債権額は714百万円、延滞債権額は3,117百万円で
あります。

　　　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続して
いることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがな
いものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を
除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭
和40年政令第97号）第96条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は
同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。

　　　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び
債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した
貸出金以外の貸出金であります。

21．貸出金のうち、３ヵ月以上延滞債権額はありません。
　　　なお、３ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌

日から３ヵ月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当し
ないものであります。

22．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は24百万円であります。
　　　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを

目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄そ
の他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権
及び３ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。

23．破綻先債権額、延滞債権額、３ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債
権額の合計額は3,856百万円であります。なお、20．から23．に掲げた債
権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

24．手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理
しております。

　　　これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形は、売却または担保とい
う方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は661
百万円であります。

25．担保に供している資産は以下のとおりであります。
　　　　担保に供している資産
　　　　　　定期預金　　　　　2,500百万円
　　　　担保資産に対応する債務
　　　　　　借用金　　　　　　　500百万円
　　　　　　為替決済保証金　　2,000百万円
　　　上記のほか、日本銀行の取引の担保として、有価証券104百万円を差し

入れております。



RE PORT
2010

32

30

　
　
　

　

31

32
　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
 
33

34

　

　

26．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、
事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る
税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債勘定に計上し、これ
を控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しておりま
す。

　　　再評価を行った年月日　　　平成14年３月31日
　　同法律第３条第３項に定める再評価の方法
　　　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）

第２条第４号に定める路線価及び路線価のない土地については第２条第３
号に定める固定資産評価額に基づいて合理的な調整を行って算出しており
ます。

　　　同法律10条に定める再評価を行なった事業用土地の当期末における時
価の合計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額54
百万円であります。

27．出資１口当たりの純資産額　　　　　　　4,294円75銭
28．金融商品の状況に関する事項
　　（１）金融商品に対する取組方針
　　　　 　当金庫は、預金業務、融資業務及び市場運用業務などの金融業務を

行っております。このため、金利変動による不利な影響が生じないよ
うに、資産及び負債の総合的管理（ＡＬＭ）をしております。

　　（２）金融商品の内容及びそのリスク
　　　　 　当金庫が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客様に対す

る貸出金です。
　　　　 　また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、満期保有

目的、純投資目的及び事業推進目的で保有しております。
　　　　 　これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市

場価格の変動リスクにさらされております。
　　　　 　一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リスク

にさらされております。
　　（３）金融商品に係るリスク管理体制
　　　①信用リスクの管理
　　　　 　当金庫は、ローン事業管理規程及び信用リスクに関する管理諸規程

に従い、貸出金について、個別案件ごとの与信審査、与信限度額、信
用情報管理、保証や担保の設定、問題債権への対応など与信管理に関
する体制を整備し運営しております。

　　　　 　これらの与信管理は、各営業店のほか審査管理部により行われ、ま
た、定期的に経営陣による融資審査委員会や理事会を開催し、審議・
報告を行っております。

　　　　　更に、与信管理の状況については、監査部がチェックしております。
　　　　 　有価証券の発行体の信用リスクに関しては、経営企画部において、

信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理しております。
　　　②市場リスクの管理
　　　　（ⅰ）金利リスクの管理
　　　　　　　当金庫はＡＬＭによって金利の変動リスクを管理しております。
　　　　　　 　ＡＬＭに関する規程及び要領において、リスク管理手法や手続

き等の詳細を明記しており、リスク管理委員会において決定され
たＡＬＭに関する方針に基づき、理事会において実施状況の把
握・確認、今後の対応等の協議を行っています。

　　　　　　 　日常的には経営企画部において金融資産及び負債の金利や期間
を総合的に把握し、ギャップ分析や金利感応度分析等によりモニ
タリングを行い、月次ベースで理事会に報告しております。

　　　　（ⅱ）価格変動リスクの管理
　　　　　　 　有価証券を含む市場運用商品の保有については、リスク管理委

員会の方針に基づき、理事会の監督の下、資金運用規程、有価証
券運用細則に従い行われております。

　　　　　　 　このうち、総務部では、市場運用商品の購入を行っており、事
前審査、投資限度額の設定のほか、継続的なモニタリングを通じ
て、価格変動リスクの軽減を図っております。

　　　　　　 　総務部で保有している株式の多くは、事業推進目的で保有して
いるものであり、取引先の市場環境や財務状況などをモニタリン
グしています。

　　　　　　 　これらの情報は総務部を通じ、理事会及びリスク管理委員会に
おいて定期的に報告されております。

　　　③資金調達に係る流動性リスクの管理
　　　　 　当金庫は、ＡＬＭを通して、適時に資金管理を行うほか、資金調達

手段の多様化、市場環境を考慮した長短の調達バランスの調整などに
よって、流動性リスクを管理しております。

　　（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　　　　 　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな

い場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の
算定においては一定の前提条件を採用しているため、異なる前提条件

によった場合、当該価額が異なることもあります。
　　　　 　なお、金融商品のうち貸出金については、簡便な計算により算出し

た時価に代わる金額を開示しております。
29．金融商品の時価等に関する事項
　　　平成22年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額

は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認
められる非上場株式等は、次表には含めておりません。

　　　また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。
貸借対照表
計上額 時価 差額

（１）預け金 12,842百万円 13,117百万円 275百万円
（２）有価証券

売買目的有価証券 － － －
満期保有目的の債券 1,846 1,836 △9
その他有価証券 22,305 22,305 －

（３）貸出金　　（＊１） 46,104
貸倒引当金（＊２） △1,547

44,556 45,467 910
金融資産計 81,549 82,726 1,176

（１）預金積金 79,550 79,839 288
金融負債計 79,550 79,839 288

＊１．貸出金の「時価」には、「簡便な計算により算出した時価に代わる金額」を記載しております。
＊２．貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
（注１）金融商品の時価等の算定方法
金融資産
　　（１）預け金
 　 　満期の無い預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価

額を時価としております。満期のある預け金については、無リスク利子率（国債利回り）
で割り引いた現在価値を時価に代わる金額として記載しております。

　　（２）有価証券
 　 　株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっ

ております。投資信託は、公表されている基準価格によっております。
 　 　変動利付国債の時価については、市場価格を時価と見なせない状況にあると判断した

ものについては、合理的に算定された価格をもって貸借対照表上額としております。こ
れによって、市場価格をもって貸借対照表価額とした場合に比べ、「有価証券」は135百万
円増加、「その他有価証券評価差額金」は135百万円増加しております。

 　 　変動利付国債の合理的に算定された価額は、ブローカーより入手した理論価格を適切
性検証の上、使用しております。当該理論価格は、変動利付国債から発生する将来キャッ
シュ・フローを予想し、それを割り引いて現在価値を算定する方法で計算された価格に、
ゼロフロアオプションの価値を加算する方式で算出された理論価格に基づき算定されて
おります。

　　（３）貸出金
 　 　貸出金は、以下の①～③の合計額から、貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸

倒引当金を控除する方法により算定し、その算出結果を時価に代わる金額として記載し
ております。

 　 ①破綻懸念先債権、実質破綻先債権及び破綻先債権等、将来キャッシュ・フローの見積
りが困難な債権については、貸借対照表中の貸出金勘定に計上している額（貸倒引当金控
除前の額。以下「貸出金計上額」という。）

 　②①以外のうち、変動金利によるものは貸出金計上額
 　 ③①以外のうち、固定金利によるものは貸出金の期間に基づく区分ごとに、元利金の合

計額を無リスク利子率（国債利回り）で割り引いた価額
金融負債
　　（１）預金積金
 　 　要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価と見なし

ております。また、定期預金の時価は、一定期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・
フローを割り引いて現在価値を算定し、その算出結果を時価に代わる金額として記載し
ております。その割引率は、無リスク利子率（国債利回り）を用いております。

（注２） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、金融商品
の時価情報には含まれておりません。

（単位：百万円）
区　　分 貸借対照表計上額

子会社・子法人等株式 10
非上場株式 4

合　　計 14
　　　子会社・子法人等株式及び非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握するこ

とが極めて困難と認められることから、時価開示の対象とはしておりません。
　　　また、当座貸越契約及び貸出コミットメント契約の融資未実行残高については、将来の

キャッシュフローを把握することが極めて困難であり、手数料の収受も無いことから、時
価開示の対象とはしておりません。

（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
（単位：百万円）

１年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超
預け金（＊１） 6,514 3,430 10 －
有価証券 1,300 11,264 6,645 3,700
満期保有目的の
債券 300 684 562 300

その他有価証券
のうち満期があ
るもの

1,000 10,580 6,083 3,400

貸出金（＊２） 9,224 13,653 10,649 8,619
合　　計 17,038 28,347 17,304 12,319

　　＊１．満期の無い預け金2,888百万円は含めておりません。
　　＊２． 当座貸越、延滞債権及び破産更生債権等、償還予定額が特定できない3,957百万円は

含めておりません。
（注４）その他の有利子負債の決算日後の返済予定額

（単位：百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超

預金積金（＊） 36,152 10,839 25 299
合　　計 36,152 10,839 25 299

　　＊．要求払い預金及び期流れ定期性預金32,233百万円は含めておりません。
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30．有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。こ
れらには、「国債」、「地方債」、「社債」、「株式」、「その他の証券」が含まれ
ております。以下、33．まで同様であります。

　　売買目的有価証券
　　　　　該当ありません。
　　満期保有目的の債券

　　その他有価証券

31．当事業年度中に売却したその他有価証券

32．減損処理を行った有価証券
　　　その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原

価に比べ著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがある
と認められないものについては、当該時価をもって貸借対照表計上額とす
るとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下「減損処理」と
いう。）しております。

　　　当事業年度における減損処理額は、5百万円（うち株式5百万円）であり
ます。

　　　また、時価が「著しく下落した」と判断する基準は、次のとおりとしてお
ります。

　　（イ）50％以上の時価下落（帳簿価格－時価）　　　 ＝債券、株式等共通
　　（ロ）30％～50％の時価下落かつ以下のいずれかに該当（帳簿価格－時価）
　　　　Ａ格付けの著しい低下により、ＢＢ格以下となった場合
　 ＝債券　　　　　　
　　　　　時価の下落率が過去12ヵ月間常に30％以上 ＝株式　　　　　　
　　　　Ｂ発行会社が債務超過 ＝債券、株式等共通
　　　　Ｃ発行会社が２期連続損失計上し、翌期も損失を計上すると予想される場合
 ＝債券、株式等共通
33．満期保有目的の金銭の信託

34．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客から
の融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反
がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約でありま
す。

　　　これらの契約に係る融資未実行残高は、5,916百万円であります。この
うち契約残存期間が1年以内のものが1,145百万円であります。

　　　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるた
め、融資未実行残高そのものが必ずしも当金庫の将来のキャッシュ・フ
ローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融
情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当金庫が実
行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる
旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動
産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている

金庫内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、
与信保全上の措置等を講じております。

35．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ
以下のとおりです。

 繰延税金資産
　　　　　貸倒引当金　　　　　　　　　398百万円
　　　　　退職給付引当金　　　　　　　　82
　　　　　減価償却費　　　　　　　　　　19
　　　　　有価証券減損損失　　　　　　110
　　　　　その他有価証券評価差額金　　　50
　　　　　その他　　　　　　　　　　　　64
　　　　　　　　　　　小　計　　　　　725
　　　　　評価性引当額　　　　　　　△399
　　　　　繰延税金資産合計　　　　　　326

　繰延税金負債　　　　　　　　　　　　　－
　繰延税金資産（負債）の純額　　　　　　326
　再評価に係る繰延税金負債　　　　　　　25
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種　類 貸借対照表
計上額 時　価 差　額

時価が貸借対
照表計上額を
超えるもの

国　債 65百万円 69百万円 3百万円
地方債 0 1 0
社　債 1,049 1,076 26
その他 100 100 0
小　計 1,215 1,246 30

時価が貸借対
照表計上額を
超えないもの

国　債 3 3 △0
地方債 － － －
社　債 326 326 △0
その他 300 261 △38
小　計 630 590 △39

合　　計 1,846 1,836 △9

種　類 貸借対照表
計上額 取得原価 差　額

貸借対照表計
上額が取得原
価を超えるも
の

株　式 44百万円 38百万円 5百万円
債　券 16,903 16,512 391
　国　債 2,433 2,393 39
　地方債 2,803 2,718 84
　社　債 11,666 11,399 266
その他 555 423 131
小　計 17,503 16,974 528

貸借対照表計
上額が取得原
価を超えない
もの

株　式 93 113 △20
債　券 1,687 1,699 △12
　国　債 － － －
　地方債 897 899 △2
　社　債 789 799 △9
その他 3,021 3,509 △488
小　計 4,801 5,322 △520

合　　計 22,305 22,296 8

売　却　額 売却益の合計額 売却損の合計額
株　式 5百万円 1百万円 －百万円
債　券 800 2 0
　社　債 800 2 0
合　計 805 3 0

貸借対照表
計上額 時　　価 差　　額

うち時価が貸借
対照表計上額を
超えるもの

うち時価が貸借
対照表計上額を
超えないもの

満期保有目的
の金銭の信託 500百万円 －百万円 －百万円 －百万円 －百万円
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（単位：千円）

科　　　　目
第61期

平成20年4月 1 日から
平成21年3月31日まで

第62期
平成21年4月 1 日から
平成22年3月31日まで

経 常 収 益 1,869,315 1,795,448
資 金 運 用 収 益 1,685,500 1,621,339
貸 出 金 利 息 1,270,269 1,243,329
預 け 金 利 息 133,468 128,347
有価証券利息配当金 276,284 249,661
その他の受入利息 5,477 1

役 務 取 引 等 収 益 146,946 145,309
受入為替手数料 64,861 61,541
その他の役務収益 82,085 83,768

そ の 他 業 務 収 益 25,019 14,259
外国為替売買益 53 12
国債等債券売却益 9,044 2,356
国債等債券償還益 5 1,154
金融派生商品収益 4,430 500
その他の業務収益 11,485 10,236

そ の 他 経 常 収 益 11,848 14,539
株 式 等 売 却 益 － 1,485
金銭の信託運用益 9,494 9,494
その他の経常収益 2,353 3,559
経 常 費 用 2,326,011 1,582,054
資 金 調 達 費 用 255,102 201,915
預 金 利 息 237,916 173,979
給付補てん備金繰入額 16,244 19,336
借 用 金 利 息 942 8,599

役 務 取 引 等 費 用 123,720 123,582
支払為替手数料 28,357 27,458
その他の役務費用 95,362 96,123

そ の 他 業 務 費 用 60,731 1,897
国債等債券売却損 15,807 302
国債等債券償却 41,177 －
国債等債券償還損 － 294
その他の業務費用 3,747 1,300
経 費 1,244,383 1,125,264
人 件 費 750,360 692,402
物 件 費 482,233 420,997
税 金 11,789 11,864

そ の 他 経 常 費 用 642,073 129,393
貸倒引当金繰入額 54,435 115,365
貸 出 金 償 却 112 44
金銭の信託運用損 34,947 －
株 式 等 償 却 528,364 5,545
その他の経常費用 24,213 8,438

経 常 利 益 △ 456,696 213,393

損益計算書
（単位：千円）

科　　　　目
第61期

平成20年4月 1 日から
平成21年3月31日まで

第62期
平成21年4月 1 日から
平成22年3月31日まで

特 別 利 益 12,252 761
固定資産処分益 － 301
償却債権取立益 12,252 460
特 別 損 失 1,207 1,133
固定資産処分損 1,207 1,130
その他の特別損失 － 3
税引前当期純利益 △ 445,651 213,020
法人税、住民税及び事業税 29,937 81,546
過年度法人税等 － 18,820
法人税等調整額 △ 6,462 △ 1,067

法 人 税 等 合 計 23,475 99,299
当 期 純 利 益 △ 469,127 113,721
前 期 繰 越 金 236,273 46,427
当期未処分剰余金 △ 232,853 160,149

（注）１．記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
　　２．子会社との取引による収益総額は、180千円であります。
　　３．子会社との取引による費用総額は、8,788千円であります。
　　４．出資１口当たりの当期純利益金額は、108円86銭であります。

剰余金処分計算書
（単位：円）

科　　　　目
第61期

平成20年4月 1 日から
平成21年3月31日まで

第62期
平成21年4月 1 日から
平成22年3月31日まで

当期未処分剰余金 △ 232,853,958 160,149,285
積 立 金 取 崩 額 300,000,000 －
剰 余 金 処 分 額 20,718,120 32,735,746
利 益 準 備 金 － 12,000,000
普通出資に対する配当金（年4%） 20,718,120 20,735,746
次 期 繰 越 金 46,427,922 127,413,539

会計監査人の監査
　当金庫は、第62期事業年度の貸借対照表、損益計
算書及び剰余金処分案並びにその附属明細書につい
て、信用金庫法第38条の２第３項の規定に基づき新
日本有限責任監査法人の監査を受けております。

財務諸表の正確性・内部監査の有効性
　平成21年度における貸借対照表、損益計算書及び
剰余金処分計算書（以下、「財務諸表」という。）の適正
性、及び財務諸表作成に係る内部監査の有効性を確
認しております。
平成22年６月21日
　　二本松信用金庫

理 事 長




